
空き家・空き室を

活用したい！

情報提供
居住支援

マッチング
入居

住まいの確保で
お困りの方を
支援したい！空き家・空き室を登録できます

豊島区居住支援
協議会

豊島区居住支援
協議会

豊島区、豊島区民社会福祉協議会、
不動産関連事業者団体、
ＮＰＯ等が連携して
居住支援を行います

としま居住支援バンクは、住まいの確保のお困りの方と、空き家・空き室をお持ちのオーナー様をつなぐ制度です。
登録物件は、豊島区居住支援協議会が運営する専用のホームページや豊島区住宅課窓口で紹介します。

豊島区居住支援協議会豊島区居住支援協議会

住まいの確保に
お困りの方

住まいの確保に
お困りの方

低額所得者・被災者・高齢者・
障害者・子育て世帯など
住宅の確保に配慮が必要な方

オーナー様オーナー様
耐震・法令適合確認が
なくても登録できます

空き家・空き室をお持ちのオーナー様

～としま居住支援バンク&セーフティネット住宅～

登録
ヒアリング

としま居住支援バンク

①物件情報シート等により申込
 （豊島区住宅課宛て）

②現地確認
③面談
 （オーナー様の意向等をヒアリング）

１、空き家の登録　
④登録居住支援団体を通じて
入居者をマッチング

２、マッチング　
⑤登録居住支援団体を通じて
マッチングしない場合は
ＨＰに掲載し入居募集

３、公開　

入居支援、入居後のサポート
体制等について協議

空き家・空き室を円滑に活用するための登録制度をご活用下さい。






